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’’ 第1組織
｝I 1管轄区域図
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人口(人） (令和4年9月1日現在）

(令和4年7月1日現在）

226.443 96,71(） 220,808 543,961

面積(k㎡） 1,208.50 78041 1,51821 3,50713
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’ 12駅からの経路
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3組織図 (令和4年10月1日現在）
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I ｝4裁判官配置表 (令和4年10月1日現在）

（1）本庁

庁 名
(補職年月日）

官職

(期別）
氏名
(年齢）

主要担当事務

判事（所長）
兼簡裁判事
（司蛾者）
（41期）

鳥取地方・家庭裁判所、
鳥取簡易裁判所
（令和3年7月16日）

司法行政事務
別表第一審判
家事一般調停

森木田邦裕
（60）

(成年後見等） （1／3）
(1／2）

刑事合議裁判長
刑事単独（4／5）
少年保護（一般保護）
同 （交通関係）
準少年保縦（1／2）

鳥取地方・家庭裁判所、
鳥取筋易裁判所
（令和3年4月1日）

判事（部総括）
兼簡裁判事
（53期）

多田裕一
（45）

ｊ
ｊ
５
５
／
／
３
３
く
く1

■ ■－

民事合議裁判長
民事単独（1／2）

不動産執行（発令を除く。 ） （1／4）
破産（管財人避任事件） （全）
破産（同時廃止事件） （全）
労働審判事件（1／2）
家事一般調停（1／2）
準少年保謹（1／2）

鳥取地方・家庭裁判所、
鳥取簡易裁判所
（令和4年4月1日）

判事. (部総括）
兼簡裁判事
（55期）

安西儀晃
（50）

刑事合議右陪席
刑事単独（1／5）
別表第一審判（成年後見等） （2／3）
別表第一審判（成年後見等以外） （全）
別表第二審判（2／3）
別表第二調停（2／3）
277条調停（全）
人事訴訟（全）
少年保護（一般保護） （1／5）
同 （交通関係） （1／5）

鳥取家庭・地方裁判所、
鳥取簡易裁判所
怜和3年4月1日）

判事

兼簡裁判事
(新63期）

秋山沙織
（41）

民事合議右陪席
民事単独（1／2）
不励産執行（発令を除く。） （1／4）
労働審判事件（1／2）
別表第二審判（1／3）
別表第二調停（1／3）
少年保護（一般保護） （1／5）
同 （交通関係） （1／5）

鳥取地方・家庭裁判所、
鳥取簡易裁判所
（令和4年4月1日）

判蛎補（特例）

兼簡裁判事
（66期）

沼田晃一
（34）

IF

民事合議左陪席

民事保全（要審事件） （全）
民事執行（発令） （2／5）

鳥取地方裁判所
(令和3年1月16日）

判事補
(73期）

小川清高
（29）

ロ

刑事合議左陪席
民事合議左陪席

民事保全（要審事件を除く） （全）
民事執行（発令） （3／5）
不動産執行（発令を除く） （1／2）

I

判事補
(74期）

背戸大吾
（25）

鳥取地方裁判所
(令和4年5月17日）

ロ ロ ロ

簡裁民事（全）

簡裁刑事公判（全）
略式（全）

鳥取簡易裁判所
(令和4年3月25日）

高田晃由
（65）

簡裁判事
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(2)倉吉支部

氏名

(年齢）
官職
(期別）

庁 名
(補職年月日）

主要担当事務

米子支部から填補
民事単独（全）
破産（全）
民事保全（全）
刑事単独（全）
別表第一審判（全）
別表第二審判（全）
別表第二調停（全）
別表第二以外調停（全）
人事訴訟（全）

判事補（特例）
（支部長代理）
兼簡裁判事
（66期）

鳥取地方・家庭裁判所倉吉支
部、倉吉簡易裁判所
（令和3年4月1日）

伊藤達也
（34）

■ ■

米子簡裁に填補
簡裁民事（全）
簡裁刑事（全）
略式（全）

大野裕之
（58）

倉吉簡易裁判所
(平成31年3月25日）

簡裁判事
ロ

1
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(3)米子支部

庁 名
(補職年月日）

官職
(期別）

氏名
(年齢）

主要担当事務

●

司法行政事務
民事合議裁判長

破産（管財人選任事件のうち，
5億円を超える事件） （全）
刑事合議裁判長
刑事単独（1／3）
別表第一審判（1／2）
別表第二審判（3／4）
別表第二調停（3／4）
別表第二以外調停（3／4）

償務額が
判事（支部長）

兼簡裁判事
（司掌者）
（54期）

鳥取地方・家庭裁判所米子支
部、米子簡易裁判所
（令和2年4月1日）

尾河吉久

（47）

、

民事合議右陪席
民事単独（1／2）
民事保全（1／2）
民事執行（1／2）
不動産執行（1／2）
債権執行（1／2）
破産（管財人選任事件のうち，債務額が
5億円を超えない事件） （1／2）
破産（同時廃止事件） （1／2）
刑事合議右陪席
人事訴訟（1／2）
少年保談（一般保護） （3／4）
少年保護（交通関係） （3／4）
準少年保談（1／2）

鳥取家庭・地方裁判所米子支
部、米子筋易裁判所
（令和2年4月1日）

判事
兼簡裁判事
（58期）

山中洋美
（44）

1 1 1

倉吉支部に填補
刑事単独（2／3）
別表第一審判（1／2）
少年保護（一般保護） （1／4）
少年保護（交通関係） （1／4）

鳥取地方・家庭裁判所米子支
部，米子簡易裁判所
（令和3年4月1日）

判事補（特例）
兼簡裁判事
（66期）

伊藤達・也
（34）

■ ■

民事合議左陪席

民事単独（1／2）
民事保全（1／2）
民事執行（1／2）
不動産執行（1／2）
債権執行（1／2）
破産（管財人選任事件のうち，債務額が
5億円を超えない事件） （1／2）
破産（同時廃止事件） （1／2）
刑事合議左陪席
別表第二審判（1／4）
別表第二澗停（1／4）
別表第二以外調停（1／4）
人事訴訟（1／2）
準少年保謹(1/f2)

鳥取地方・家庭裁判所米子支
部、米子簡易裁判所
（令和3年4月1日）

判班補（特例）
兼簡裁判事
（新66期）

森崎なつき
（37）

Ⅱ

米子簡易裁判所
(令和3年4月1日）

簡裁民事（全）
略式（交通即日処理） （全）

長谷川健作
（64）

簡裁判事

1 1

倉吉簡裁から填補
簡裁刑事公判（全）
略式（一般） （全）

米子簡易裁判所
(平成31年3月25日）

大野裕之
（58）

簡裁判事
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｝’ 5管理職員名簿 (令和4年10月1日現在）

(1)本庁

氏 名役 職課室等所 属

嶢
一
鋤
一
学
一
》
｜
》
｜
諏
一
緑
一
融
一
辨
一
封
一
詳
一
華
一
翻
一
轌
一
融
一
．
帷
一
群
一
》
｜
誌
一
基
一
磨
一
銅
一
率
一
嶢
一
明
一
畦

辨
一
締
一
岬
一
露
一
峠
一
束
一
部
一
》
｜
鑑
一
泉
一
他
一
唯
一
誇
一
癖
一
誹
一
鵡
一
噛
一
州
一
謝
一
剛
一
岬
一
癖
一
毒
一
岬
一
織
一
峰

民事首席書記官

民事訟廷管理官

主任書記官

主任書記官

刑事首席警記官

刑事訟廷管理官

主任書記官

事務局長

事務局次長

総務課長

総務課課長補佐

会計課長

会計課課長補佐

庶務課長兼上席主任書配官

事務局長

首席家庭裁判所調査官

次席家庭裁判所調査官

主任家庭裁判所調査官

首席書記官

訟廷管理官 ，

主任書記官

主任書記官

事務局長

事務局次長

総務課長

総務課課長補佐

謝
一
》
｜
認
一
謡
一
幟
一
崎
一
癖
一
》
一
》
｜
隼
一
嘩
一
搾
一
諦
一
》
一
》
一
》
》
》
》
》
・
》
》
》
》
》
》

》
｜
》
｜
州
一
》
｜
》
｜
》
｜
州
一
》
一
》
｜
州
一
柚
岬
》
｜
》
》
銅
一
》
｜
》
｜
《
｜
》
》
》
｜
》
｜
《
｜
》
｜
》

(2)倉吉支部

氏 名課室等 役 職所 属

鳥取地裁倉吉支部
鳥取家裁倉吉支部
倉吉簡裁

主任響記官兼庶務課長 宅哲他書記官室 三

lト
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(3)米子支部

役 職 氏 名課室等所 属

齊
一
橋
一
井
一
西
一
松
一
嘉

藤
一
崎
一
上
一
川
一
本

直
一
勝
一
卓
一
敬
一
英
一
綾

幸
｜
彦
一
浩
一
志
一
和
一
子

榊
一
》
｜
》
｜
》
｜
峠
一
搾
一
嶢
一
》
｜
》

庶務課長兼上席主任書記官

主任書記官

主任響記官

主任書記官

庶務課長兼上席主任書記官

鳥取地裁米子支部

鳥取地裁米子支部

鳥取地裁米子支部

鳥取地裁米子支部

米子簡裁

事務局長米子検審

高田敦子主任家庭裁判所調査官鳥取家裁米子支部

來海和男庶務課長兼上席主任書記官鳥取家裁米子支部

齊藤俊信主任書記官鳥取家裁米子支部

｝I 6調停委員の現在員数 (令和4年10月1日現在）
■

|「本庁 ｜ 倉
|｜ 民事｜ 家事｜ 民事

米子 計

民事｜ 家事 ｜ 民事 ｜ 家事

吉
一
識

事項
。

29 777729121335 3本務調停委員 14

15 111152 744兼務調停委員 4

ﾛ ﾛ Ⅱ

l Ⅱ I

393925156 l0318男性（本務）数 12

11 、

ｌｌｌＩＩＩｌｌｌ
Ⅱ

3838l4 42717 0女性（本務）数女性（本務）数 2

Ⅱ U l l

(注） 「兼務調停委員」欄の「民事調停委員」数は民事調停委員を兼務する家事本務調停委員数を，
「家事調停委員」数は家事調停委員を兼務する民事本務鯛停委員数をそれぞれ示す。
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I1 第2地裁民事関事地 民 係

件｝1民事訴訟事

(1)民事通常事件
※令和4年12月末の推定値は小
数点第一位を四捨五入したもの

｝I 民事通常事件の処理状況

600

400

千1二-用一’ ヰｺｰ→
一宇. ‐ロ －

20〔）

｢、早

0

平成29年 平成30年 平成|31年 令和2年 令和3年 令和4年
（令和元年） （～8月）

令和4年
(～8月）

平成31年
(令和元年）

令和2年 令和3年平成29年 平成30年

奉
索
霊

310

349

266

180

176

270

374

348

324

361

373

312

349

356

305

399

462

298

、
f特徴】
民事通常事件の新受件数は､平成20年の1360件をピークに減少に転じ､平成28年以降
もゆるやかな減少が続いている。

また､未済件数も新受件数の減少に伴って減少し､令和3年には266件まで減少している。

ノ、

II 令和3年の未済事件の係属状況

未済事件係属状況

、
未済事件
平均審理
期間(月）

｡ Ⅱ

長期未済
係属状況

未済
改善率

未済事件
合議率

未済
累積度

未済
件数

新受
件数

既済
件数

既済率 未済率

1 1 1

ロ I B D ロ ロ ロ ロ

l＊

本庁 1.1.7％ 0．98 40.1％0．85 1.27 14．4163 137 1．01162

倉吉 0.0％ 1．380．83 0．80 9.252 30 1.4436

C ロ ロ

米子 135 18,2％ 1.05 15.2％1.20 '088 1.24112 134 99

鳥取地裁
合計･平均

13．5 12.8％ 1.04 26.3％0．86 121310 349 266 1．13

全地裁
合計･平均

1 .1.9％ 1.04 14.8％0．81 1－00 1.1.8130,860 139,011 106,581 1.06

『－

令和2年
鳥取地裁
合計･平均

111％ 1.03 22.0％0.87 1.09 122349 356 305 1.02

9

新
既
未

受
済
済

一
一
一
◆

令和3年
〈～8月）

217

237

285

令和4年
(推定値）

257

259

～



2） （し)号事件

｢－－－－
（

(し)号新受件数
20

｢＝薪燕調
10

〃

0

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年
（令和元年） （～8月）

令和3年令和4年
（～8月） （推定値）
令和3年
(～8月）

令和4年

(推定値）|平成29"|平成so隼|聡鳥|令和2年|令和急隼’
平成31年
(令和元年）

令和3年令和2年平成29年 平成30年
令和4年
(～8月） ’

新受件数 | 11 1 4 1 5 1 4 1 7 1 8 ’ 51 11 1

(3)処理区分※民第通常率件のほか､手形･小切手脈訟､控訴､再審訴訟､行政第一審訴訟及び行政再審訴訟を含む。

ゞ
平成31年(令和元年）平成30年平成29年

和
解

●
●
■
●
Ｃ
Ｇ
●
今
由
●
■
●
ｑ
●
令
●
■

判
決

●

ロ 。■

和
解
率

判
決
率

和
解
率

判
決
率

判
決
率

和
解
率

総
数

総
数
判
決
和
解

和
解

総
数
判
決

175 § 57 § 88 ：326％；50.3％166 § 62 § 81 ；37.3％；48.8％本庁 217 : 69 : 108 :31.8%;49.8%

140 : 56 i 66 ; 40.0%:47 1%
§ § ：

§

63 : 19 : 28 :30.2%:44.4%

144 § 44 胃 79 ；30.6％：54.9％米子支部 199 ； 80 ； 91 ；40.2％；45.7％

50 : 18 : 16 :36.0%:32.0%
§

360 : 124 : 176 :34.4%i48,9%

倉吉支部 67 § 11 ： 23 § 16.4％；34.3％

378 i 132 i 182 i34､9％：48.1％合計 483 ； 160； 222 ；33.1％；46.0％

、
令和4年(～8月）

§ §

鐸羅；

令和3年令和2年
●
●
■
ひ
●
■
■
。
●
■
●
●
ｅ
申
■
●
巳
■
●
●

和
解
率

和
解
率

判
決
率

判
決
率

和
解
率

総
数

■
●
缶
■
■
■

総
数

和
解

判
決

総
数
判
決
和
解

91 : 28 : 44 : 30､8%;48.4%

§

69 ； 29 § 22 ；42.0％胃31.9％

175 ： 72 ： 77 §41.1％：44.0％本庁 166 § 53 § 69 ；31.9％§41.6％

134 52 58 38.8％43.3％

52 15 25 28.8％ 48.1％

361 139 160 38.5％44.3％

米子支部 135 1 56 2 69 i41.5%:51.1％

§

62 ； 16 ： 24 §25.8％§38.7％ 25 ： 2 i 19 i 8､0％；76.0％
§ § §

倉吉支部

185 : 59 : 85 :31.9%i45.9%
合計 363 i l25 : 162 i34.4%:44.6%

10

△

へ



2不動産執行事件 }’
｢

不動産執行事件の処理状況I I

不動産執行事件

150

匡二コ新受

100

ー既済

一士一未済
－－

50
1

0

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年令和4年(～8
（令和元年） 月）

令和4年
(～8月）

平成31年
(令和元年）

令和2年 令和3年平成29年 平成30年

窄
蠕
一
毒

訂
一
碗
一
棚

切
一
的
一
師

砺
一
鋤
一
輔

訓
一
鯛
一
“

刀
一
万
一
Ｍ

刈
一
氾
一
弱

【特徴】
‐、

曇雛鰯麓鰯蕊駕j職舗窪鰄綱難辮:｜
和3年には約30パーセント増加している。

ノ

｢雨素．
売却率

100％

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

９
８
７
６
５
４
３
２
１

司 80％

公一 ｉ
』 一雀

＝

■
60％

施
却
却

実
売
売 ｛半

一
一
一

一
一
一
●
一
一

一
」

F1

F1L－
40％

ﾛ■
卜 20％

■■
■■

0％

平成29年平成30年平成31年令和2年 令和3年 令和4年

（令和元年） （～8月）

令和4年
(～8月）

平成31年
(令和元年）

平成30年 令和2年 令和3年平成29年

誠
一
認
一
銅

54

34

63．0％

49

38

77.6％

46

30

65.2％

36

25

694％

59

45

76.3％

79

55

69.6％

11

令和3年
(～8月）

46

33

50

令和4年
(推定値）

44

56

一

令和3年

(～8月）

22

15

68.2％

令和4年

(推定値）

75

50

66.7％



I I3倒産(破産･民事再生側会社更生)事件

I I倒産(破産画民事再生･会社軍生)の処理状況
、

破産事件
450

鷹■-｣I．_rrLITL
350

厨250 －Ⅱ ■－■ － ■ ■ 凸一

’
150 =－刀 一

一

－

司 一一

一

’
一

50

平成29年平成30年平成31年令和2年 令和3年 令和4年

（令和元年） （～8月）

平成31年
(令和元年）

令和4年
(～8月）

平成29年 平成30年 令和2年 令和8年

羅
羅
一
籍

393

401
－

149

412

408
ニーーーーーー

153

433

457

129

407

416

120

353

377

96

269

250

115

〆
‐
、

【特徴】

新受件数は､平成15年(1501件)をピークに平成26年(342件)まで大幅に減
少したが､その後は約350件から430件の間で増減しながら推移している。

I I4労働審判事件

I I申立件数の推移

労働審判事件申立件数
15

10

|璽5

0

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
（令和元年）

令和4年

(～8月）

|噸|櫛｜
’ 11 31

｜ ｜平成29年|平成3.年|鰯鶏|令和2年|令和3年|篭騎’
平成31年
(令和元年）

令和4年
(～8月）

令和3年平成29年 平成30年 令和2年

｜ 新受 ’ 11 1 3 1 2 1 8 1 3 1 1 1

｝
〆

Ｌ

【特徴】

新受件数は､概ね10件未満で推移している。

12

令和3年
(－8月）

218

245

93

令和4年
(推定値）

436

385

～

久 ．

、 ／、

、～皇､／ 、、
r l I R 1



I’ 事 係第3地裁刑地 関

[T荊雲通常第一審事件

）I 刑事通常第一審事件の処理状況

300

司一一
一

【==．新受

－－，－可_」| L
一

－

200
－

ー既済

一未済
100

叶同十
二二

－

～
一コ

0

平成29年平成30年平成31年令和2年 令和3年 令和4年
（令和元年） （～8月）

令和4年
(～8月）

平成31年
(令和元年）

令和3年平成29年 平成30;年 令和2年

(1)

(2)

(2)

潅
源
一
蒜

(0）

(2)

(0）

鉦
一
醐
一
”

(3)

(0）

(3)

叩
一
岬
一
洞

②
一
㈹
一
②

麺
一
獅
一
髄

㈹
一
側
一
②

鎚
一
諏
一
師

加
一
血
一
布

⑨
一
②
｜
の

加
一
狸
一
Ｍ

(）内は裁判員対象事件

／ 、

【特徴】

刑事公判請求事件の新受件数については平成26年以降200件台で推移している｡うち
裁判員裁判対象事件は年にOないし4件程度である。

、 ノ

）（ 令和3年の未済事件の係属状況

未済事件係属状況

未済事件
平均審理
期間(月）

未済
改善率

未済事件
合議率

籍
罪

長期未済
係属状況

新受
件数

既済
件数

未済
件数

既済率 未済率

本庁 20.0％1.03 6.1 5.7％ 0．82149 35 1．11 0.26134

eロ ロ ロ

0．22倉吉 0.0％ 0．580.29 1.229 9 0.9431

米子 0.0％ 0．83 3‘3％1.00 0.29 0.45 2‘4103 103 30

一一 トー●ーョ －

鳥取地裁
合計･平均

1 0 1

27％ 0．82 10.8％0.28 0．71 4.0268 281 74 1－05

全地裁
合計･平均

13.8％23％ 0．9922.497 1．01 0.35 1．00 4.565,151 66,019

’
令和2年
鳥取地裁
合計･平均

5.7％28 2.3％ 0．79235 214 87 0．91 0.37 0.69

13

令和3年

(～8月）

168

184

71

令和4年
(推定値）

236

226

～



（ ｝2医療観察事件

’ I医療観察事件の係属状況

＝=二 平成31年
(令和元年）

令和4年
(～8月）

平成29年 平成30年 令和2年 令和3年

入通院申立(当初申立）

入院継続確認申立

退院等申立

医療終了申立

０
｜
杷
一
５
’
０

２
－
帽
－
８
’
０

Ｏ
ｌ
ｎ
－
７
ｌ
０

１
一
羽
－
６
’
１

１
－
配
－
５
’
２

２
｜
杷
一
４
－
０

‐

T特徴】
、

平成22年5月に鳥取医療センター(鳥取市)が指定入院医療機関に指定されたことか

ら､一定数が係属している。 －ノ、

14

令和3年

(～8月）

1

12

1

0

令和4年
(推定堕〕

2

42

20

0



第4家裁関係裁

II 1家事事件

(1)家事審判事件の処理状況

ア新受､既済､未済件数

(未済）

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

(新受.閉

6.000

既済）

／▲
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

｢正二－

畷
一

_ri司一
』Ⅱ ■－■ ー

一 ロー一■一ﾛ－

－■－■ ー
－Ⅱ －■ － ■ ■ B一一■－

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

（令和元年）

令和4年

(～8月）

令和4年
(～8月）

平成31年
(令和元年）

令和3年

(～8月）

令和4年

(推定値）
令和3年平成29年 平成30;年 令和2年

｜
羅
一
蹄
一
燕

秘
一
秘
一
”

4,998

4,987

338

3,480

3,363

455鞘
4,871

4,898

340

5,185

5,198

327 弊塞
‐、f特徴】

平成27年6月から進めた後見等監督の1年毎の定期立件化と自主報告への移行作業は､平成29

年2月に終了した｡これにより､後見人等の報酬付与事件が増加､後見等監督処分事件は減少に転じ
ており､結果として家事審判事件全体としては､同年以降は､ほぼ横ばい状態となっている｡後見等事
件については､利用促進法による増加要素もあり､引き続き動向を注視する必要がある。

、 ノノ

イ新受件数の内訳の推移

別表第一審判新受件数の内訳

０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

Ｊ
〃
〃
〃
〃
＃

６
５
４
３
２
１

二二二二 国後見等開始等

圃後見人簿の報酬

画後見等監督処分

画子の氏変更

日相続放棄

ﾛその他の別表第一事件

’

一
］
に
「
、

■
■
■

■
■
■
二

’
一
コ
ロ

三
一
一
Ｉ

－

平成29年 平成30年 平成31年

(令和元年）

令和2年 令和3年

平成31年
(令和元年）

平成29年 平成|30年 令和2年 令和3年

審判事件総数 5.029 5.094 4．871 4,9985,185

別表第一審判事件総数 4,940 4．991 4,765 5,084 4,886

後見等開始等 329 320 315 364355

後見人等の報酬 995 1 ,035948 1‘153 1，195

後見等監督処分 918 884 849 769 779

子の氏の変更 854812 736 858 681

相続放棄 1,137 1 ,217 1178 1.251 1,195

その他の別表第一事件 796 721 652 698 672

別表第二審判事件総数 89 103 106 101 112

15



(2)成年後見等事件の処理状況

ア開始事件の新受件数

400

300

閾
－

200
－

－－

100
一

「
－

0

令和3年令和2年平成29年 平成30年 平成31年

(令和元年)‐

平成31年
(令和元年）

令和8年平成30年 令和2年平成29年

邪
一
価
一
岬
一
叩

鍛
砺
扉
一
袖

355

141

143

71

320

171

110

39

北
一
価
一
ｍ
一
幻

329

179

104

46

イ成年後見人等と本人との関係

鳥取家裁
合計

人数 割合(％）

167 23‘42

73 10．24

136 19.07

108 15．15

132 18.51

97 13.60

713 100．00

令和2年
人数 i割合(％）

45 20.27

23 10‘36

47 21.17

38 17．12

44 19，82

25 11．26

222 100．00

令和3年
人数 ；割合(％）
63： 24．71

26 10．20

49 19．22

39 1529
38 14,90

40 15．69

255 100．00

平成31年(令和元年）

人数 割合(％）

59 25,00

24 10．17

40 16．95

31 13．14

50 21.19

32 13．56

236 100．00

親族
弁護士
司法書士
社会福祉士
法人
棚個天
合計

全国
合計
人数割合(％）

22,873 20.41

23，701 21.15

33,688 30‘07

16，323 14．57

10,296 9.19

5，163 4．61

112044； 100．00

令[3年
人数割合(％）

7,852 19．84

8,207 20.74

11，965 30.24

5,753 14．54

308441 9．71

1,950 1 4.93

39.571 i 100．00

F成31年(令和元年 令和2年
人数 割合(％） 人数割合(％） ’
7,779 21 .78 7,242 19.70

7,763 21.74 フ,731 21.03

10,539 1 29.51 11,184 30.42

5，133 1437 5,437 14．79

2,963 8.30 3,489 9.49

1,532 4．29 1‘681 4．57 1

35,709 100.00 36,764 10000

親族

弁護士
司法書士
社会福祉士
法人
…
合計

、

f特徴】
管理継続中の本人数は累積的に増加を続けている｡後見人等は全国に比して専門職の
割合が低く､親族､法人､その他個人の比率が高い｡市民後見人も含め後見人等の給源
確保とケースに応じた適切な選任等の重要性は一層高まっている。

、 ノ

16



ウ後見等監督処分の立件状況

1－000

一・一立件件数’800

600

令和2年 令和3年平成29年 平成30年 平成31年

(令和元年）

、
ノ

'【特徴】
後見等監督処分の定期立件への移行作業は､平成29年2月に終了した。
その後は､管理継続中の本人数の変動に伴う立件状況となっている。

、

17

立件件数

平成29年

918

平成30年

884

平成31年

(令和元年）

849

令和2年

769

令和3年

779



(3)家事調停事件の処理状況

ア新受､既済､未済件数

800

訂600

匿400 ’
一

一
－ －

200L

0

平成29年 平成30年 平成31年
（令和元年）

令和2年 令和3年 令和4年

(～8月）

平成31年
(令和元年）

令和4年
(～8月）

平成29年 平成30年 令和2年 令和3年 令和3年

(～8月）
令和4年
(推定値）

擢
砺
一
籍

631

612

305

556

600

261

641

528

374

565

645

294

597

615

276

370

373

273 撰
〆
＆

【特徴】

新受件数は､平成29年以降増減を繰り返している。

イ新受件数の内訳の推移

800

600

ﾛ別表第二削停

ﾛ別表第二以外調停

400

200
－

一

’ ’
0

平成29年 平成S0年 平成31年

(令和元年）

令和2年 令和3年

平成31年
(令和元年）

平成29年 平成30,年 令和2年 令和3年

調停事件総数
別表第二調停
別表第二以外調停

631

426

205

556

357

199

641

423

218

565

376

189

597

387

210

別表第二調停新受件数の内訳
平成31年
(令和元年）

平成29年 平成30年 令和2年 令和3年

別表第二調停事件総数
婚姻費用分担
子の監護

親権者変更等
一這産秀罰~ー
その他の別表第二事件

岻
一
鯛
一
邸
一
一
幅
一
“
一
配

怨
一
師
一
価
一
釦
一
理
一
羽

獅
一
沌
一
慨
一
掴
一
河
一
脚

恥
一
測
一
伽
一
配
一
切
一
”

”
｜
荊
一
細
一
恥
一
鋤
一
魂
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ウ成立率

{誼停全般 ）鯛停全般

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

６
５
４
３
２
１
０
９
８
７
６

５
５
５
５
５
５
５
４
４
４
４

7全罵こ
丁V~

巡旦
ノーハ和

52.5％
－

← 52.0％ 52.4％52

0．J｡

全
高
鳥

国
裁
取
管
管
内
内

一
一
一

51.59 51．5％
－

0

50.4％ 50.7％、 ‐皇＝48.7％

47.9％
■ｰ

イ

47.3％

令和2年 令和3年平成29年 平成30年 平成31年

(令和元年）

平成31年
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令和2年 令和3年平成30年平成29年

既済
件数

既済
件数

既済
件数

既済
件数

既済
件数

成立率成立数 成立率 成立数成立率 成立数 成立率成立率 成立数成立数

47.9％ 65,872 47.3％全園 50.9％ 59,527 139.18469,689 52.0％ 130.519 66,385 124,34072.032 52.5％ 134.079137.194

高裁管内 50.1％ 3,988 48.7％51.3％ 7.790 3,948 50.7％ 7.864 3,937 8,1894,335 50.4％ 8，197 4-2078．609

鳥取管内 338 52.4％ 615 317 51.5％55.2％ 528 279 528％ 645612 315 51.5％ 600 331

|別表第二鯛停｝別表第二調停
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56％

54％

52％

50％
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－全国

一高裁管内

一鳥取管内

52.0％
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平成29年 平成30年 平成31年

（令和元年）

令和2年 令和3年

、
平成31年
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平成29年 平成30年 令和2年 令和3年

既済
件数

既済
件数

既済
件数

既済
件数

既済

件数
成立率 成赤数 成立率成立数 成立率 成立数 成立率 成立数 成立率 成立数

全国 44,047 56.0％ 77,605 42,502 54.8％ 75,073 39,020 52．0％ 85,633 44,035 51.4％79,214 44,734 56.5％ 78，651

高裁管内 55.0％ 4,984 2,669 53.6％ 5'O25 2,685 53.4％ 5‘278 2,755 52.2％5,251 2,774 52.8％ 5,069 2,788

鳥取管内 55.1％ 214 54.2％56.1％ 400 240 60.0％ 339 186 54.9％ 445 245 395403 226
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I 1別表第二以外調停
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40.8％42．6％

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
（令和元年）
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平成29年 平成30年 令和2年 令和3年
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成立率 成立数成立数 成立率 成立数 成立率 成立数 成立率 成立数 成立率

全圃 57,980 27‘298 47.1％ 55,428 25,642 46.3％ 52,914 23.883 45.1％ 49,267 20‘507 41.6％ 53,551 21‘837 40.8％

高裁管内 3.358 1.561 46.5％ 3，128 1,419 45.4％ 2,806 1，279 45.6％ 2‘839 1,252 44．1％ 2,911 424％1,233

鳥取管内 209 89 42.6％ 200 91 45.5％ 189 93 49.2％ 200 93 46.5％ 220 103 46.8％

(4)人事訴訟事件の処理状況
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【特徴】

新受件数は､平成29年以降増減を繰り返している。
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イ既済事件の平均審理期間
'
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【特徴】

令和2年の平均審理期間が長期化しているのは､既済総数4件のうち審理期間が長期にわたるもの
が2件(30月及び27月)含まれるためである。

_ノ、

ウ令和3年の未済事件の係属状況

未済事件係属状況

未済事件
平均審理
期間(月）

未済事件
合議率

長期未済
係属状況

未済
改善率

未済
累祇度

新受
件数

既済
件数

未済
件数

既済率 未済率

0.0％本庁 7.6 0．0％ 0．360．62 0．85 0．5713 8 11
｡ ■ ■

倉吉 0.0％ 1.331.50 1,59 12．04 3 2.002
1 1 1 Ⅱ I U ｜

米子 0.0％ 0．84 0.0％1.00 1.31 111 9,616 16 21

’
【可 q■ ■ ■ ■ ■

＝ 今 ←

1 1
鳥取家裁
合計･平均

0.0％ 0.78 0.0％1.13 0．92 9.231 28 35 0.90

1 1 1

ＩＩＩＩＩＩ

全家裁
合計･平均

0.94 0.5％'0．4 7.7％091 1.09 1.0010,094 9．173 10．993

ロ

■ ■ ｡ 【■■

令和2年

鳥取家裁
合計･平均

0.0％0.86 0．54 7.8 9.4％ 1.9237 45 32 1.22

1

21
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E丞悪拝可
(1)少年事件(新受)の動向
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(2)一般少年保護事件の特色
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(3)観議措置の処理状況
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第5簡裁関係

1民事

(1)民事訴訟事件全般の処理状況

｢蔦雨罰
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/【特徴】 、

新受件数は雫いずれの簡裁も､平成21年(鳥取簡裁1521件､倉吉簡裁695件、

米子簡裁1911件)をピークに､その後減少傾向が続き､令和3年は三庁併せても

600件台と大きく落ち込んでいる。 ノ、

1
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II 2刑事
、

刑事通常事件の処理状況
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！ ’第6職員数等

）’ 鳥取地家裁の職員数
令和4年10月1日現在

裁判官
(地･家) ’

一般職
(地･家）

簡裁判事
書記官 調査官 事務官等判事･判特 判未特
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’’
4 2 0 16 8 5 42 13I 1 1

倉吉支部 0 1 10 4

’
１|"’地裁 l o0 0 ， ’ | ‘3家裁 1 0 0 0 0 3 4 2 0

米子支部 144 1 32 15

, ’
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Ｉ
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，

｜露”地裁 , ’ 10 10 5 3 12 21 3 1 0 0 22

合計 3 126 7311

‘ ’ ’87|“’地裁 | ，9 2家裁 7 39 30 15 8 57 162 2 0

※1職員数には､総研入所者及び育児休業取得者は含まない。

※2「事務官等｣には､行(二)職員､看護師､執行官を含む。
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II 職種別の男女比
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I I書記職の年代別男女比
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I I役職段階別男女比(行H)

一
」50

45
40

35
30

人数；：
15
10

5
0

１
｜
｜
’

－

／ L
〆

’ 5．6級 ’ 7~10級1.2級 3.4級
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